
区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
随意契約によることとした理由

（契約の相手方を特定した理由を含む。）
主管課

物品購入 料金箱保守用部品 H30.05.11 レシップ（株） 1,988,820

　本件は、路面電車に搭載している即時計数付料金箱の交換用の専用部
品を調達するものである。他の製品では当該機器に適合しないことか
ら、機種を特定する必要があり、納入可能者が特定者１者に限定される
ため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（電
車事業所）

物品購入 オイルダンパ部品 H30.05.14
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

1,727,308

　本件は、地下鉄車両の車体振動防止装置の交換用の専用部品の調達で
ある。他の製品では、当該機器に適合しないことから、機種を特定する
必要があり、納入可能者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（真
駒内）

物品購入 電力管理システム部品 H30.05.14
（株）日立パワーソ
リューションズ北海
道支店

3,574,800

　本件は、電力管理システム装置（中央装置、変電所及び電気室制御装
置）の交換用の専用部品の調達である。他の製品では当該機器に適合し
ないことから、機種を特定する必要があり、納入可能者が特定者１者に
限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

電気課

物品購入 客室腰掛詰物　他 H30.05.18
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

4,908,600

　本件は、地下鉄車両の客室腰掛の交換用の専用部品を調達するもので
ある。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必
要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入 ピストンシール他 H30.05.18
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

4,261,680

　本件は、地下鉄車両のブレーキ装置の交換用の専用部品を調達するも
のである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定す
る必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

　随 意 契 約 の 公 表 （交通局分）



区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
随意契約によることとした理由

（契約の相手方を特定した理由を含む。）
主管課

　随 意 契 約 の 公 表 （交通局分）

物品購入 上下式転てつ器用２段減速機他 H30.05.18
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

32,508,000

　本件は、地下鉄車両の進路を分岐させるための転てつ器の交換用の専
用部品を調達するものである。他の製品では当該機器に適合しないこと
から、機種を特定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定される
ため。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第
11号第１項第２号該当）

施設課

物品購入
東西線8000形車両直流安定化電
源

H30.05.22
ナブテスコ（株）鉄
道カンパニー　札幌
営業所

7,765,200

　本件は、地下鉄車両のブレーキ制御装置の交換用の専用部品を調達す
るものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特
定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入
東西線8000形車両ブレーキ制御
装置電気機器更新部品

H30.05.22
ナブテスコ（株）鉄
道カンパニー　札幌
営業所

5,670,000

　本件は、地下鉄車両のブレーキ制御装置の交換用の専用部品を調達す
るものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特
定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入 南北線5000形車両Ｔ台車枠購入 H30.05.28
川崎重工業（株）
北海道支社

47,878,560

　本件は、地下鉄車体を支え車両走行に必要な装置の交換部品を調達す
るものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特
定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第
11号第１項第２号該当）

車両課

物品購入
可動式ホーム柵（三菱製）東西
線電源オーバーホールその２
（交換部品）

H30.06.04
三菱電機（株）北海
道支社

13,716,000

　本件は、地下鉄の可動式ホーム柵の交換用の専用部品を調達するもの
である。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する
必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

施設課



区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
随意契約によることとした理由

（契約の相手方を特定した理由を含む。）
主管課

　随 意 契 約 の 公 表 （交通局分）

物品購入
東豊線9000形信号保安装置定期
交換部品

H30.06.12
日本信号（株）北海
道支店

2,817,720

　本件は、地下鉄車両の信号保安装置の交換用の専用部品を調達するも
のである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定す
る必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（二
十四軒）

物品購入 東豊線9000形車両用ＣＨ部 H30.06.12
日本信号（株）北海
道支店

4,428,000

　本件は、地下鉄車両の信号保安装置の交換用の専用部品を調達するも
のである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定す
る必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（二
十四軒）

物品購入 自動出改札装置保守部品 H30.06.12
日本信号（株）北海
道支店

24,894,000

　本件は、地下鉄の自動出改札装置の交換用の専用部品を調達するもの
である。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する
必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

電気課

物品購入 弁組他 H30.06.13
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

2,127,459

　本件は、地下鉄車両の基礎ブレーキ装置の交換用の専用部品を調達す
るものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特
定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（二
十四軒）

物品購入 特殊ボルト（ハブボルト）他 H30.06.13
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

6,240,456

　本件は、地下鉄車両用台車の交換用の専用部品を調達するものであ
る。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必要
があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（二
十四軒）



区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
随意契約によることとした理由

（契約の相手方を特定した理由を含む。）
主管課

　随 意 契 約 の 公 表 （交通局分）

物品購入 ハブナット（インナー）他 H30.06.13
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

14,192,712

　本件は、地下鉄車両用台車の交換用の専用部品を調達するものであ
る。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必要
があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（二
十四軒）

物品購入 平衡バネ他 H30.06.13
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

7,852,140

　本件は、地下鉄の転てつ器の交換用の専用部品を調達するものであ
る。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必要
があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

施設課

物品購入 9000形車両用戸車他 H30.06.13
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

1,833,516

　本件は、地下鉄車両用客室設備の交換用の専用部品を調達するもので
ある。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必
要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（二
十四軒）

物品購入 路面電車8500形ブレーキ部品 H30.06.13
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

6,086,620

　本件は、路面電車の制動装置（ブレーキ装置）の交換用の専用部品を
調達するものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機
種を特定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（電
車事業所）

物品購入 集電装置部品 H30.06.14
富士電機（株）北海
道支社

4,061,880

　本件は、地下鉄車両の集電装置の交換用の専用部品を調達するもので
ある。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必
要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（真
駒内）



区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
随意契約によることとした理由

（契約の相手方を特定した理由を含む。）
主管課

　随 意 契 約 の 公 表 （交通局分）

物品購入 定期券発行装置保守部品 H30.06.18
東芝インフラシステ
ムズ（株）北海道支
社

1,757,160

　本件は、地下鉄の定期券発行装置の交換用の専用部品を調達するもの
である。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する
必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

電気課

物品購入 スライダーカーボン（すり板） H30.06.19 福田実業（株） 2,298,240

　本件は、路面電車の集電装置（パンタグラフ）の交換用の専用部品を
調達するものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機
種を特定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（電
車事業所）

物品購入 緩衝ゴム他 H30.06.20
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

29,925,720

　本件は、地下鉄車両の車両台車装置の交換用の専用部品を調達するも
のである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定す
る必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第
11号第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入 電線支え受（Ｔ）他 H30.06.20
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

9,265,752

　本件は、地下鉄車両用台車の交換用の専用部品を調達するものであ
る。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必要
があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（真
駒内）

物品購入 側引戸戸車他 H30.06.20
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

7,076,808

　本件は、地下鉄車両の戸閉装置の交換用の専用部品を調達するもので
ある。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必
要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）



区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
随意契約によることとした理由

（契約の相手方を特定した理由を含む。）
主管課

　随 意 契 約 の 公 表 （交通局分）

物品購入 PVR208　リムバルブ H30.06.20
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

2,106,000

　本件は、地下鉄車両の走行輪タイヤホイールの交換用の専用部品を調
達するものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種
を特定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（真
駒内）

物品購入 ガスケット他 H30.06.22
ナブテスコ（株）鉄
道カンパニー　札幌
営業所

10,454,421

　本件は、地下鉄車両のブレーキ制御装置及びドアエンジンの交換用の
専用部品を調達するものである。他の製品では当該機器に適合しないこ
とから、機種を特定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定され
るため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（二
十四軒）

物品購入
ＬＰシリンダー蓋ガスケット
（上）他

H30.06.22
ナブテスコ（株）鉄
道カンパニー　札幌
営業所

22,779,392

　本件は、地下鉄車両の戸閉装置、エアーブレーキ用のコンプレッサー
装置、ブレーキ制御装置の交換用の専用部品を調達するものである。他
の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必要があ
り、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入 防振ゴム（下段）他 H30.06.26
三菱電機（株）北海
道支社

3,564,000

　本件は、地下鉄車両の電動空気圧縮装置の交換用の専用部品を調達す
るものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特
定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（二
十四軒）

物品購入 速度センサ H30.06.28
（株）日立製作所北
海道支社

11,843,280

　本件は、地下鉄車両の速度センサの交換用の専用部品を調達するもの
である。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する
必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（真
駒内）



区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
随意契約によることとした理由

（契約の相手方を特定した理由を含む。）
主管課

　随 意 契 約 の 公 表 （交通局分）

物品購入 東豊線9000形車両用艤装部品 H30.06.28
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

1,585,980

　本件は、地下鉄車両の艤装部品の交換用の専用部品を調達するもので
ある。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必
要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（二
十四軒）

物品購入 車両用アルカリ蓄電池 H30.06.29
（株）ＧＳユアサ
北海道支社

8,424,000

　本件は、地下鉄車両用の蓄電池の交換用の専用部品を調達するもので
ある。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必
要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入 アーマードホース　他 H30.06.29
ナブテスコ（株）鉄
道カンパニー　札幌
営業所

13,659,948

　本件は、地下鉄車両の空気ブレーキ制御装置の交換用の専用部品を調
達するものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種
を特定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（真
駒内）

物品購入 弁組　他 H30.06.29
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

8,860,860

　本件は、地下鉄車両の自動高さ調整装置の交換用の専用部品を調達す
るものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特
定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（真
駒内）

物品購入 電力管理システム部品その２ H30.07.06
（株）日立パワーソ
リューションズ北海
道支店

1,717,200

　本件は、電力管理システム装置（中央装置、変電所及び電気室制御装
置）の交換用の専用部品を調達するものである。他の製品では当該機器
に適合しないことから、機種を特定する必要があり、納入可能者が特定
者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

電気課



区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
随意契約によることとした理由

（契約の相手方を特定した理由を含む。）
主管課

　随 意 契 約 の 公 表 （交通局分）

物品購入 8000形誘導無線装置 H30.07.10
日本信号（株）北海
道支店

6,264,000

　本件は、地下鉄車両の誘導無線装置の交換用の専用部品を調達するも
のである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定す
る必要があり、納入可能者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入 8000形車内放送装置 H30.07.10
日本信号（株）北海
道支店

12,528,000

　本件は、地下鉄車両の車内放送装置の交換用の専用部品を調達するも
のである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定す
る必要があり、納入可能者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入 8000形車上検査装置 H30.07.11
三菱電機（株）北海
道支社

76,680,000

　本件は地下鉄車両の車上検査装置の交換用の専用部品を調達するもの
である。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する
必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第
11号第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入 8000形　ATC/ATO装置 H30.07.12
（株）日立製作所北
海道支社

93,085,200

　本件は、地下鉄車両のATC/ATO装置の交換用の専用部品を調達するもの
である。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する
必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第
11号第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入
8000形三菱製ＳＩＶ装置更新部
品

H30.07.19
三菱電機（株）北海
道支社

8,586,000

　本件は、地下鉄車両のSIV装置（補助電源装置）の交換用の専用部品を
調達するものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機
種を特定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）



区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
随意契約によることとした理由

（契約の相手方を特定した理由を含む。）
主管課

　随 意 契 約 の 公 表 （交通局分）

物品購入 南北線5000形車両用信号部品 H30.07.19
日本信号（株）北海
道支店

3,780,000

　本件は、地下鉄車両の信号保安装置及び列車無線装置の交換用の専用
部品を調達するものである。他の製品では当該機器に適合しないことか
ら、機種を特定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるた
め。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（真
駒内）

物品購入
5000形制御装置部品（東芝(株)
製）

H30.07.19

東芝トランスポート
エンジニアリング
（株）北海道営業担
当

9,936,000

　本件は、地下鉄車両のVVVF装置・SIV装置（電力供給及び力行や電気ブ
レーキ指令をあたえて制御するもの）の交換用の専用部品を調達するも
のである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定す
る必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（真
駒内）

物品購入
東豊線9000形車両主幹制御器用
部品

H30.07.19
東芝インフラシステ
ムズ（株）北海道支
社

1,826,388

　本件は、地下鉄車両の車両艤装関係の交換用の専用部品を調達するも
のである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定す
る必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（二
十四軒）

物品購入 戸車他 H30.07.30
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

11,895,228

　本件は、地下鉄車両の側引戸の交換用の専用部品を調達するものであ
る。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必要
があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（真
駒内）

物品購入
8000形三菱製SIV装置素子更新
部品

H30.07.31
三菱電機（株）北海
道支社

16,632,000

　本件は、地下鉄車両のSIV装置（補助電源装置）の交換用の専用部品を
調達するものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機
種を特定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）



区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
随意契約によることとした理由

（契約の相手方を特定した理由を含む。）
主管課

　随 意 契 約 の 公 表 （交通局分）

物品購入
8000形東芝製SIV装置用素子更
新部品

H30.08.01

東芝トランスポート
エンジニアリング
（株）北海道営業担
当

16,146,000

　本件は、地下鉄車両のSIV装置（補助電源装置）の交換用の専用部品を
調達するものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機
種を特定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入 集電装置部品 H30.08.13
富士電機（株）北海
道支社

19,980,000

　本件は、地下鉄車両の集電装置の交換用の専用部品を調達するもので
ある。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必
要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入
東豊線9000形車両用パンタグラ
フ部品

H30.08.28 福田実業（株） 8,800,650

　本件は、地下鉄車両の集電装置の交換用の専用部品を調達するもので
ある。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必
要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（二
十四軒）

物品購入 東西線8000形車両ノッチ表示器 H30.08.29
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

1,671,840

　本件は、地下鉄車両のノッチ表示器の交換用を調達するものである。
他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必要があ
り、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入
東西線8000形車両直流安定化電
源

H30.08.29
ナブテスコ（株）鉄
道カンパニー　札幌
営業所

1,941,300

　本件は、地下鉄車両のブレーキ制御装置の交換用の専用部品を調達す
るものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特
定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）



区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
随意契約によることとした理由

（契約の相手方を特定した理由を含む。）
主管課

　随 意 契 約 の 公 表 （交通局分）

物品購入 平型リレー H30.08.29
（株）日立製作所北
海道支社

16,779,312

　本件は、地下鉄車両の戸閉保安装置及びブレーキ制御装置の交換用の
専用部品を調達するものである。他の製品では当該機器に適合しないこ
とから、機種を特定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定され
るため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入 無極リレー他 H30.09.03
日本信号（株）北海
道支店

4,082,400

　本件は、地下鉄車両の信号保安装置の交換用の専用部品を調達するも
のである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定す
る必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入 3300形車両他空制部品 H30.10.02
ナブテスコ（株）鉄
道カンパニー　札幌
営業所

2,701,828

　本件は、路面電車のブレーキ制御装置の交換用の専用部品を調達する
ものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定
する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（電
車事業所）

物品購入
8000形三菱製ＶＶＶＦ装置更新
部品

H30.10.02
三菱電機（株）北海
道支社

37,692,000

　本件は、地下鉄車両のVVVF装置（車両の力行・電力ブレーキ等のコン
トロールを統括する装置）の交換用の専用部品を調達するものである。
他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必要があ
り、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第
11号第１項第１号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入 集電装置用シリンダー部品 H30.10.18
富士電機（株）北海
道支社

1,837,080

　本件は、地下鉄車両の集電装置用シリンダーの交換用の専用部品を調
達するものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種
を特定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）



区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
随意契約によることとした理由

（契約の相手方を特定した理由を含む。）
主管課

　随 意 契 約 の 公 表 （交通局分）

物品購入 5000形制御装置部品（日立製） H30.10.19
（株）日立製作所北
海道支社

2,200,392

　本件は、地下鉄車両の制御装置の交換用の専用部品を調達するもので
ある。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必
要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（真
駒内）

物品購入 路面電車用台車部品 H30.10.30
住友商事北海道
（株）

13,929,192

　本件は、路面電車の走行装置（台車・車輪・車軸）の交換用の専用部
品を調達するものである。他の製品では当該機器に適合しないことか
ら、機種を特定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるた
め。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（電
車事業所）

物品購入 8500形車両電機・空制部品 H30.10.31
三菱電機（株）北海
道支社

3,564,000

　本件は、路面電車の主回路制御装置及びブレーキ制御装置の交換用の
専用部品を調達するものである。他の製品では当該機器に適合しないこ
とから、機種を特定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定され
るため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（電
車事業所）

物品購入 電力管理システム部品その３ H30.11.12
（株）日立パワーソ
リューションズ北海
道支店

2,700,000

　本件は、地下鉄の電力管理システム（中央装置、変電所及び電気室制
御装置）の交換用の専用部品を調達するものである。他の製品では当該
機器に適合しないことから、機種を特定する必要があり、納入業者が特
定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

電気課

物品購入
トラバーサ式転てつ器用２段減
速機

H30.11.20
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

22,680,000

　本件は、地下鉄のトラバーサ式転てつ器の交換用の専用部品を調達す
るものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特
定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

施設課



区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
随意契約によることとした理由

（契約の相手方を特定した理由を含む。）
主管課

　随 意 契 約 の 公 表 （交通局分）

物品購入 駆動腕他 H30.11.20
札幌川重車両エンジ
ニアリング（株）

8,823,600

　本件は、地下鉄のトラバーサ式転てつ器の交換用の専用部品を調達す
るものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特
定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

施設課

物品購入 自動出改札装置保守部品その２ H30.11.21
日本信号（株）北海
道支店

35,834,400

　本件は、地下鉄の自動出改札装置の交換用の専用部品を調達するもの
である。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する
必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第
11号第１項第２号該当）

電気課

物品購入
8000形三菱製SIV装置素子更新
部品（Ｐ・Ｕ）

H30.11.30
三菱電機（株）北海
道支社

8,964,000

　本件は、地下鉄車両のSIV装置（補助電源装置）の交換用の専用部品を
調達するものである。他の製品では当該機器に適合しないことから、機
種を特定する必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

物品購入 信号保安装置用電源部品 H30.12.18
日本信号（株）北海
道支店

3,996,000

　本件は、地下鉄の信号保安装置の交換用の専用部品を調達するもので
ある。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必
要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

電気課

物品購入 故障監視装置ＦＡパソコン H30.12.21
富士通（株）北海道
支社

3,742,200

　本件は、地下鉄の故障監視装置の交換用の専用部品を調達するもので
ある。他の製品では当該機器に適合しないことから、機種を特定する必
要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

電気課



区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
随意契約によることとした理由

（契約の相手方を特定した理由を含む。）
主管課

　随 意 契 約 の 公 表 （交通局分）

物品購入 ゴムシュート H30.12.26
日本軌道工業（株）
札幌営業所

13,333,140

　本件は、路面電車の本線レールとガードレールの間に設置し、雪等の
入り込みを防止するための装置の交換用の専用部品を調達するものであ
る。他の製品では本市路面電車に適合しないことから、機種を特定する
必要があり、納入業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

施設課

物品購入 ＩＣカードリーダー対応料金箱 H31.03.12 レシップ（株） 9,936,000

　本件は、路面電車に搭載しているＩＣカードリーダー対応料金箱を調
達するものである。当該料金箱は当局が指定した仕様によりレシップ
（株）が占有技術をもって構築した「路面電車ＩＣカードシステム」に
対応することが必要であることから、機種を特定する必要があり、納入
業者が特定者１者に限定されるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課

製造請負
運行管理システム改良（東豊線
栄町・元町信号更新）

H30.06.15
（株）日立製作所北
海道支社

12,408,120

　本件は、（株）日立製作所が製造した現行機器の機能改良版の調達で
ある。本機器は他設備と密接な情報の連携をとっているため、現用設備
についての十分な知識が必要であることから、製造にあたっては、メー
カー占有の知識、技術が必要であり、製造可能者が特定者１者に限定さ
れるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

電気課

製造請負
すすきの変電所インターフェイ
ス盤改良

H30.07.03
三菱電機（株）北海
道支社

24,300,000

　本件は、三菱電機（株）が製造した現行機器の一部を更新する調達で
ある。更新後の正常な運転には、システム全体の状況を把握する必要が
あり、メーカーのみが所有する詳細な設計が必要となるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

電気課

製造請負 8000形信号保安装置更新 H30.07.10
日本信号（株）北海
道支店

72,900,000

　本件は、日本信号（株）が製造した現行機器の改良の調達である。製
造にあたっては、メーカーのみが所有する技術・知識・情報等が必要で
あり、また、製造メーカーでなければ、製造後の機能を保証することが
できないため。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第
11号第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）



区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
随意契約によることとした理由

（契約の相手方を特定した理由を含む。）
主管課

　随 意 契 約 の 公 表 （交通局分）

製造請負 8000形　車内表示器更新 H30.07.11
三菱電機（株）北海
道支社

98,280,000

　本件は、三菱電機（株）が製造した現行機器の改良の調達である。製
造にあたっては、メーカーのみが所有する技術・知識・情報等が必要で
あり、また、製造期間の短縮やコスト・動作保証においても有利である
ため。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第
11号第１項第２号該当）

車両課（大
谷地）

製造請負
電力管理システム改良（すすき
の変電所）

H30.07.30
（株）日立製作所北
海道支社

22,680,000

　本件は、（株）日立製作所が製造した現行機器の一部を更新する調達
である。更新後の正常な運転には、システム全体の状況を把握する必要
があり、メーカーのみが所有する詳細な設計及び専用の装置が必要とな
るため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

電気課

製造請負
運行管理システムＦＡパソコン
更新その２

H30.08.09
（株）日立製作所北
海道支社

38,170,440

　本件は、（株）日立製作所が製造した現行機器の一部を更新する調達
である。更新後の正常な運転には、システム全体の状況を把握する必要
があり、メーカーのみが所有する技術、知識及び専用の装置が必要とな
るため。（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め
る政令第11号第１項第１号該当）

電気課

製造請負 定期券発行機製造 H30.08.24
東芝インフラシステ
ムズ（株）北海道支
社

435,240,000

　本件は、東芝インフラシステムズ（株）が製造した現行機器の一部を
更新する調達である。更新後の正常な運転には、システム全体の状況を
把握する必要があり、メーカーのみが所有する技術、知識及び専用の装
置が必要となるため。（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続
の特例を定める政令第11号第１項第１号該当）

電気課

製造請負 監視装置製造 H30.09.07
日本信号（株）北海
道支店

85,644,000

　本件は、（株）日本信号が製造した現行機器を新たに製造し改良を行
うものである。更新後の正常な運転には、システム全体の状況を把握す
る必要があり、メーカーのみが所有する詳細な設計が必要となるため。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第
11号第１項第１号該当）

電気課



区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
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製造請負
精神障がい者に対する運賃割引
等対応に伴う自動出改札装置改
良

H30.09.07
日本信号（株）北海
道支店

60,480,000

　本件は、（株）日本信号が製造した現行機器の一部を更新する調達で
ある。更新後の正常な運転には、システム全体の状況を把握する必要が
あり、メーカーのみが所有する詳細な設計及び専用の装置が必要となる
ため。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第
11号第１項第２号該当）

電気課

製造請負
東豊線防災集中監視装置改良
（北13条東駅）

H30.10.03
富士通（株）北海道
支社

18,792,000

　本件は、富士通（株）が構築した現行機器の一部を改良する調達であ
る。製造にあたっては、メーカーのみが所有する技術及び知識（メー
カーのみが所有する設備・装置・機器等）が必要となるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

施設課

製造請負
故障監視装置改良（南北線ＣＴ
Ｃ更新）

H30.10.09
富士通（株）北海道
支社

4,320,000

　本件は、富士通（株）が構築した現行機器の一部を改良する調達であ
る。製造にあたっては、メーカーのみが所有する技術及び知識（メー
カーのみが所有する設備・装置・機器等）が必要となるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

電気課

製造請負
平成30年度定期券発行装置改良
（冬ダイヤ）

H30.11.12
東芝インフラシステ
ムズ（株）北海道支
社

8,670,240

　本件は、東芝インフラシステムズ（株）が製造した現行機器の一部を
改良する調達である。製造にあたっては、メーカーのみが所有する技術
及び知識（メーカーのみが所有する設備・装置・機器等）が必要となる
ため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

電気課

製造請負 故障監視装置更新（宮の沢） H30.12.21
富士通（株）北海道
支社

21,384,000

　本件は、富士通（株）が製造した現行機器の一部を改良する調達であ
る。製造にあたっては、メーカーのみが所有する技術及び知識（メー
カーのみが所有する設備・装置・機器等）が必要となるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

電気課



区分 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円)
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製造請負
消費税率引上げに伴う運賃改定
対応（自動出改札装置）

H31.02.18
日本信号（株）北海
道支店

49,680,000

　本件は、日本信号（株）が製造した現行機器の一部を改良する調達で
ある。製造にあたっては、メーカーのみが所有する技術及び知識（メー
カーのみが所有する設備・装置・機器等）が必要となるため。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第
11号第１項第２号該当）

電気課

製造請負 信号ＦＣ更新（南北線） H31.03.11
日本信号（株）北海
道支店

109,620,000

　本件は、日本信号（株）が製造した現行機器の一部を更新する調達で
ある。製造にあたっては、メーカーのみが所有する技術及び知識（メー
カーのみが所有する設備・装置・機器等）が必要となるため。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第
11号第１項第２号該当）

電気課

製造請負
平成30年度定期券発行装置改良
（夏ダイヤ）

H31.03.13
東芝インフラシステ
ムズ（株）北海道支
社

9,313,920

　本件は、東芝インフラシステムズ（株）が製造した現行機器の一部を
更新する調達である。製造にあたっては、メーカーのみが所有する技術
及び知識（メーカーのみが所有する設備・装置・機器等）が必要となる
ため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

電気課

製造請負
消費税率引上げに伴う運賃改定
対応（定期券発行装置）

H31.03.18
東芝インフラシステ
ムズ（株）北海道支
社

40,173,840

　本件は、東芝インフラシステムズ（株）が製造した現行機器の一部を
改造する調達である。製造にあたっては、メーカーのみが所有する技術
及び知識（メーカーのみが所有する設備・装置・機器等）が必要となる
ため。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第
11号第１項第２号該当）

電気課

製造請負
電力管理システム改良（南郷変
電所）

H31.03.20
（株）日立製作所北
海道支社

93,096,000

　本件は、（株）日立製作所が製造した現行機器の一部を改良する調達
である。製造にあたっては、メーカーのみが所有する技術及び知識
（メーカーのみが所有する設備・装置・機器等）が必要となるため。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第
11号第１項第２号該当）

電気課
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物品購入
地下鉄車両タイヤ
（単価契約）

H30.04.26
ブリヂストンタイヤ
ジャパン（株）北海
道カンパニー

179,972,280

　本件は、本市独自のゴムタイヤ仕様の地下鉄車両用のタイヤとして、
（株）ブリヂストンと発注者が共同開発した製品である。本市の車両
は、開通以来継続して本製品を使用しており、本製品でなければ車両の
安全走行を確保することができず、納入業者が特定者１者に限定される
ため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号該当）

車両課
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